
 

 

 

 

第１回調布市環境基本計画策定委員会結果 
日 時 令和７年５月２６日（月）午前９時３０分～１０時２０分 

場 所 教育会館３階３０２・３０３研修室 

出席者 委員１３人 ※事務局４人，受託業者４人 （合計２１人） 

議 題 
報告事項 

・次期環境基本計画策定について 

事務局説明 

⚫ 次期計画の基本方針： 

現行計画（平成２８～令和７年度・１０年間）の成果と，気候変動・生物多

様性危機・マイクロプラスチックなど近年の課題を踏まえ，脱炭素社会の実

現，循環型社会の形成，生物多様性（緑と水を含む）の保全，生活環境の保全

の４分野を柱に据える。 

⚫ 策定体制： 

策定委員会を中心に，環境保全審議会，環境市民団体との意見交換，庁内

「環境・ゼロカーボンシティ推進会議」が連携して検討を進める。 

⚫ 市民参加手続： 

１６歳以上３，０００人を対象に実施した市民意識調査（令和７年４月３０

日〜５月２１日実施，回答１，２４６件），ワークショップ，子ども・若者向

け意見収集を実施し，計画案はパブリックコメントで意見反映。 

⚫ スケジュール： 

委員会は概ね２か月に１回（全５回）開催。令和７年末までに計画素案をま

とめパブコメ実施し，パブコメ結果を踏まえて令和８年３月末までに計画策定

完了を目指す。 

委員意見と

事務局見解 

■ゼロカーボン推進体制の位置づけと計画間の連携 

→ 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）と環境基本計画の双方で議論内容を

相互に反映し，連携を明確にする必要がある。 

■子ども・若者の声の反映 

→ エコフェスタちょうふや環境フェアなど市主催イベントでアンケートやブー

スを設け，中学生以下の意見を収集。 

→ 計画広報用の新聞に QR コードを付けてオンライン回答を促すなど，多様な

チャネルを活用。 

→ 子どもと保護者では意識が異なる可能性があるため，両者を分けて調査・整

理することを提案。 

■市民アンケート結果の活用方針 

→ 年齢別傾向の分析，環境指標に係る達成状況との関連，次期目標値設定など

への反映や普及啓発の力点の分析。 

→ 行動変容のきっかけや伸ばすべき活動を把握。 

→ 先行事例のインタビューなども併用して深掘りすることも検討。 

■分野横断への要望 

→ 産業振興課など環境部門以外とも連携し，幅広に意見を取り込む機会を作っ

ていく。 

 

  

資料２（参考１） 

裏面あり 



 

第１回調布市環境保全審議会結果 
日 時 令和７年５月２６日（月）午前１１時～正午 

場 所 教育会館３階３０２・３０３研修室 

出席者 委員１２人 ※事務局４人，受託業者４人 （合計２０人） 

議 題 
報告事項 

・次期環境基本計画の策定について 

事務局説明 

⚫ 次期計画の基本方針： 

現行計画（平成２８～令和７年度・１０年間）の成果と，気候変動・生物多

様性危機・マイクロプラスチックなど近年の課題を踏まえ，脱炭素社会の実

現，循環型社会の形成，生物多様性（緑と水を含む）の保全，生活環境の保全

の４分野を柱に据える。 

⚫ 策定体制： 

次期環境基本計画の策定に当たり，新たに次期環境基本計画策定委員会を組

織し，調査や議論等を行う。 

 策定委員会の第１回目の内容は，次期環境基本計画策定の考え方や進め方に

ついて情報共有を行った。 

策定委員会からは，次世代を担う若者の考えや意見を伺うことなどについ

て，御意見や御提案を受けた。 

⚫ 市民参加手続： 

市民意識調査やワークショップの実施により市民と共に検討を進めていく。

特に今回の策定では，2030 年，2050 年といった節目に私たちの活動の中心と

なる次世代を担う若者たちを対象とした高校，大学生向けワークショップを開

催し，御意見や考えを伺う。 

また，中学生向けについては，イベント開催時等のアンケート調査の実施に

より，意見等を伺う。 

計画案については，パブリックコメント手続により，市民の意見を伺う。 

⚫ 計画策定ステップ： 

策定委員会は概ね２か月に１回（全５回）開催。 

令和７年末までに計画素案をまとめパブコメ実施し，パブコメ結果を踏まえ

て令和８年３月末までに計画策定完了を目指す。 

  策定委員会の協議内容は環境保全審議会に報告し，協議内容を相互に共有し

ながら検討を進めていく。 

 

委員意見と

事務局見解 

■第１回調布市環境基本計画策定委員会の構成委員 

→ 策定委員の構成は,学識経験者,市民,連携事業者,教育関係者を中心に,１３

人で構成している。また，委員のうち３人は環境保全審議会の委員であり，策

定委員会での課題については環境保全審議会でも随時，意見を反映していく。 

→ 構成委員は市ホームページで公開している。 

 

■パブリックコメントの実施方法について 

意見が集まらない場合，直接市民に意見を聴取することも検討してはどうか。 

→ 意見を広く聴取できる手段を検討していきたい。 

 


